
JP 4092217 B2 2008.5.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公衆移動通信網と連動し移動局に公衆移動通信サービスと私設無線網サービスを提供す
る私設無線網において、
　前記移動局から私設基地局を通じて対話型ショートメッセージサービス要求がある場合
、初期発信メッセージの目的地アドレスに応じて、私設移動交換局を通じ前記私設無線網
にルーティングするか、又は、前記公衆移動通信網の基地局制御器を通じて前記公衆移動
通信網にルーティングする私設基地局制御器と、
　前記私設移動交換局に連結される私設ホーム位置登録機と、
　前記私設移動交換局に連結される私設ショートメッセージサービスセンターと、
　前記私設ショートメッセージサービスセンターと通信し前記私設基地局制御器の前記私
設無線網へのルーティングに従って、前記移動局に対話型ショートメッセージサービスを
提供する対話型ショートメッセージサービスサーバと、
　を設け、
　前記私設基地局制御器は、初期発信メッセージ及び初期発信以後の発信メッセージの目
的地アドレスを分析し、
　前記目的地アドレスに私設用プレフィックスが含まれている場合には、前記私設ホーム
位置登録機に私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である状態を登
録するとともに、私設移動交換局を通じ前記私設無線網にルーティングし、
　前記目的地アドレスに公衆用プレフィックスが含まれている場合には、前記私設ホーム
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位置登録機で前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である状態
を解除するとともに、前記公衆移動通信網の基地局制御器を通じて前記公衆移動通信網に
ルーティングし、
　前記目的地アドレスにプレフィックスが含まれていない場合には、さらに、前記私設ホ
ーム位置登録機で前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である
かを確認し、
　前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である場合には、前記
私設無線網にルーティングし、
　前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中ではない場合には、前
記公衆移動通信網にルーティングする
　ことを特徴とする対話型ショートメッセージサービスシステム。
【請求項２】
　私設基地局と、前記私設基地局に連結される私設基地局制御器と、前記私設基地局制御
器に連結される私設移動交換局と、前記私設移動交換局に連結される私設ショートメッセ
ージサービスセンターと、前記私設ショートメッセージサービスセンターに連結され移動
局に対話型ショートメッセージサービスを提供するための対話型ショートメッセージサー
ビスサーバと、を備え、公衆移動通信網と連動する私設無線網において、
　前記私設基地局制御器が前記移動局から前記私設基地局を通じて対話型ショートメッセ
ージサービス要求を受信すると、前記私設無線網に登録された移動局であるか否かを確認
する過程と、
　前記私設無線網に登録されていない移動局である場合には、前記公衆移動通信網の基地
局制御器を通じて前記公衆移動通信網にルーティングする過程と、
　前記私設無線網に登録された移動局である場合には、初期発信メッセージ及び初期発信
以後の発信メッセージの目的地アドレスを分析する過程と、
　前記目的地アドレスに私設用プレフィックスが含まれている場合には、前記私設移動交
換局に連結される私設ホーム位置登録機に私設無線網対話型ショートメッセージサービス
セッション中である状態を登録するとともに、前記私設移動交換局を通じて前記私設無線
網にルーティングする過程と、
　前記目的地アドレスに公衆用プレフィックスが含まれている場合には、前記私設ホーム
位置登録機で前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である状態
を解除するとともに、前記公衆移動通信網の基地局制御器を通じて前記公衆移動通信網に
ルーティングする過程と、
　を含み、
　前記目的地アドレスにプレフィックスが含まれていない場合には、前記私設ホーム位置
登録機で前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中であるかを確認
する過程と、
　前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である場合には、前記
私設無線網にルーティングする過程と、
　前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中ではない場合には、前
記公衆移動通信網にルーティングする過程と、をさらに含む
　ことを特徴とする対話型ショートメッセージサービスのためのルーティング方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は公衆移動通信網(ＰＬＭＮ:Public Land Mobile Network)と私設無線網を連動(in
terworking)した移動通信サービスに関するもので、特に対話型（双方向）(interactive)
ショートメッセージサービス(ＳＭＳ:Short Message Service)システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、私設無線網は公衆移動通信網(Public Land Mobile Network：ＰＬＭＮ)と相互連動
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が不可能であり、それぞれの網加入者は自分が登録されている網のみで移動通信サービス
を受けることしかできなかった。このため、一つの移動通信端末、即ち移動局(Mobile St
ation：ＭＳ)がＰＬＭＮと私設無線網を通じた移動通信サービスをすべて受けることがで
きるように、ＰＬＭＮと私設無線網を連動したサービスシステムが開発された。このよう
なシステムは、例えば、２００１年２月５日付に公開された大韓民国特許公開番号２００
１－９９３２号の“移動通信網と私設交換網間の内線端末機着信呼処理方法”、２００１
年３月５日付に公開された大韓民国特許公開番号２００１－１６８３５号の“移動通信網
と私設無線網間の移動端末機着信呼処理方法”に開示されている。
【０００３】
一方、移動通信では対話型サーバを利用してＭＳに各種付加情報を対話型サービス形態で
提供する対話型ＳＭＳが遂行されている。このような対話型ＳＭＳは、例えば、２００１
年２月５日付に公開された大韓民国特許公開番号２００１－８８０５号の“無線移動端末
を利用した対話型サービス方法”に開示されている。これによると、動画、テキスト情報
(例えば、株式相場情報、列車乗車券(または乗車券予約)情報、航空乗車券(または乗車券
予約)情報、ホテル関連情報、スポーツ競技(競技観覧券予約情報)）などの各種付加情報
サービスを提供する。
【０００４】
一方、上述したような対話型ＳＭＳはＰＬＭＮでは提供されてきたが、私設無線網では提
供されていない。ただ、私設無線網ではＭＳの対話型ＳＭＳ要求がある場合に、ＰＬＭＮ
にルーティング(routing)をして、ＭＳがＰＬＭＮを通じた対話型ＳＭＳを受信できるよ
うにするだけであった。
【０００５】
しかし、私設無線網でも私設無線サービスが遂行される構内の特性に応じたコンテンツ(c
ontents)を対話型ＳＭＳとして提供する必要がある。また、ＭＳ使用者がＰＬＭＮを通じ
た対話型ＳＭＳを使用する場合、料金を支払わなければならないが、私設無線網で私設無
線網に登録されたＭＳに限って対話型ＳＭＳを無料で利用できるようにすることも考えら
れる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は私設無線網でも対話型ＳＭＳを提供することができる対話型ＳＭ
Ｓシステムとそのためのルーティング方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するための本発明による対話型ＳＭＳシステムは、公衆移動通信網
（ＰＬＭＮ）と連動し移動局（ＭＳ）に公衆移動通信サービスと私設無線網サービスを提
供する私設無線網において、ＭＳから私設基地局(ｐＢＴＳ:private Base Transceiver S
tation)を通じて対話型ショートメッセージサービス要求がある場合、初期発信メッセー
ジの目的地アドレスに応じて、私設移動交換局(ｐＭＳＣ:private Mobile Switching Cen
ter)を通じ私設無線網にルーティングするか、又は、前記公衆移動通信網の基地局制御器
(ＢＳＣ:Base Station Controller)を通じて前記公衆移動通信網にルーティングする私設
基地局制御器(ｐＢＳＣ:private Base Station Controller)と、前記私設移動交換局に連
結される私設ホーム位置登録機と、前記私設移動交換局に連結される私設ショートメッセ
ージサービスセンター(ｐＳＭＳＣ:private Short Message Service Center)と、前記私
設ショートメッセージサービスセンターと通信し前記私設基地局制御器の前記私設無線網
へのルーティングに従って、前記移動局に対話型ショートメッセージサービスを提供する
対話型ショートメッセージサービスサーバと、を設け、前記私設基地局制御器は、初期発
信メッセージ及び初期発信以後の発信メッセージの目的地アドレスを分析し、前記目的地
アドレスに私設用プレフィックスが含まれている場合には、前記私設ホーム位置登録機に
私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である状態を登録するととも
に、私設移動交換局を通じ前記私設無線網にルーティングし、前記目的地アドレスに公衆
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用プレフィックスが含まれている場合には、前記私設ホーム位置登録機で前記私設無線網
対話型ショートメッセージサービスセッション中である状態を解除するとともに、前記公
衆移動通信網の基地局制御器を通じて前記公衆移動通信網にルーティングし、前記目的地
アドレスにプレフィックスが含まれていない場合には、さらに、前記私設ホーム位置登録
機で前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中であるかを確認し、
前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッション中である場合には、前記私
設無線網にルーティングし、前記私設無線網対話型ショートメッセージサービスセッショ
ン中ではない場合には、前記公衆移動通信網にルーティングする。
【０００８】
　また、上述した目的を達成するための本発明による対話型ＳＭＳのためのルーティング
方法は、私設基地局と、私設基地局に連結される私設基地局制御器と、私設基地局制御器
に連結される私設移動交換局と、私設移動交換局に連結される私設ショートメッセージサ
ービスセンターと、私設ショートメッセージサービスセンターに連結され移動局に対話型
ショートメッセージサービスを提供するための対話型ショートメッセージサービスサーバ
と、を備え、公衆移動通信網と連動する私設無線網において、私設基地局制御器が移動局
から私設基地局を通じて対話型ショートメッセージサービス要求を受信すると、私設無線
網に登録された移動局であるか否かを確認する過程と、私設無線網に登録されていない移
動局である場合には、公衆移動通信網の基地局制御器(ＢＳＣ:Base Station Controller)
を通じて公衆移動通信網にルーティングする過程と、私設無線網に登録された移動局であ
る場合には、初期発信メッセージ及び初期発信以後の発信メッセージの目的地アドレスを
分析する過程と、目的地アドレスに私設用プレフィックス(prefix)が含まれている場合に
は、私設移動交換局に連結される私設ホーム位置登録機に私設無線網対話型ショートメッ
セージサービスセッション中である状態を登録するとともに、私設移動交換局を通じて私
設無線網にルーティングする過程と、目的地アドレスに公衆用プレフィックスが含まれて
いる場合には、私設ホーム位置登録機で私設無線網対話型ショートメッセージサービスセ
ッション中である状態を解除するとともに、公衆移動通信網の基地局制御器を通じて公衆
移動通信網にルーティングする過程と、を含み、目的地アドレスにプレフィックスが含ま
れていない場合には、私設ホーム位置登録機で私設無線網対話型ショートメッセージサー
ビスセッション中であるかを確認する過程と、私設無線網対話型ショートメッセージサー
ビスセッション中である場合には、私設無線網にルーティングする過程と、私設無線網対
話型ショートメッセージサービスセッション中ではない場合には、公衆移動通信網にルー
ティングする過程と、をさらに含む。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の望ましい一実施形態について添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記の
説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知機能又は構成に関す
る具体的な説明は省略する。
【００１２】
図１は本発明の一実施形態による対話型ＳＭＳのためのＰＬＭＮと私設無線網の連動サー
ビスシステム構成を示したものであり、私設無線網１０２が一般的なＰＬＭＮ１００と連
動すると共に、本発明の一実施形態によって対話型ＳＭＳを提供するシステム構成を示し
たものである。ＰＬＭＮ１００は、一般的な移動交換局(ＭＳＣ:Mobile Switching Cente
r)１０４と、ＭＳＣ１０４に連結される基地局制御器(ＢＳＣ:Base Station Controller)
１０６と、ＢＳＣ１０６に連結される基地局(ＢＴＳ:Base Transceiver Station)１０８
と、からなり、ＭＳ１１０に移動通信サービスを提供する。また、ＭＳＣ１０４にはホー
ム位置登録機／訪問者位置登録機(ＨＬＲ／ＶＬＲ:Home Location Register/Visitor Loc
ation Register)１１２が連結され、ＳＭＳを提供するＳＭＳセンター(ＳＭＳＣ:ＳＭＳ 
Center)１１４が連結され、ＳＭＳＣ１１４には対話型ＳＭＳアプリケーション(applicat
ion)を搭載した対話型ＳＭＳサーバ(INTERACTIVE SMS SERVER)１１６が連結され、ＭＳ１
１０、１２４に対話型ＳＭＳを提供する。公知のようにＰＬＭＮ１００内でＭＳＣ１０４
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、ＢＳＣ１０６、ＢＴＳ１０８はそれぞれ多数個が含まれるが、図１では便宜上、一つず
つのみを示している。
【００１３】
上述したようなＰＬＭＮ１００と連動する私設無線網１０２は、構内加入者データベース
(ＤＢ:Data Base)である私設ホーム位置登録機(ｐＨＬＲ:private Home Location Regist
er)１２６と連結される私設移動交換局(ｐＭＳＣ:private Mobile Switching Center)１
１８と、ｐＭＳＣ１１８に連結される私設基地局制御器(ｐＢＳＣ:private Base Station
 Controller)１２０と、ｐＢＳＣ１２０に連結される私設基地局(ｐＢＴＳ:private Base
 Transceiver Station)１２２と、を設け、私設無線網１０２とＰＬＭＮ１００に加入し
たＭＳ１２４にＰＬＭＮ１００と私設無線網１０２を通じた移動通信サービスを提供する
。またｐＭＳＣ１０４にはＳＭＳを提供するための私設ＳＭＳセンター(ｐＳＭＳＣ:priv
ate ＳＭＳ Center)１２８が連結され、ｐＳＭＳＣ１２８には対話型ＳＭＳアプリケーシ
ョンを搭載した対話型ＳＭＳサーバ１３０が連結され、ＭＳ１２４に私設無線網１０２で
の対話型ＳＭＳを提供する。
【００１４】
上述したような私設無線網１０２で対話型ＳＭＳをできるようにするためには、ＭＳ１２
４がＳＭＳを受けるために、ｐＢＴＳ１２２を通じてｐＢＳＣ１２０に伝送するすべての
データバーストメッセージ(data burst message)に対し、ＰＬＭＮ１００と私設無線網１
０２とを区分するようにルーティングが遂行されるべきである。このような対話型ＳＭＳ
メッセージのルーティングはｐＢＳＣ１２０により遂行されるが、より具体的にはｐＢＳ
Ｃ１２０に設けられ、ｐＢＴＳ１２２から受信するメッセージに対してルーティングを担
当するブロックであるＢＴＭＲ(ＢＴＳ Message Router)により後述のように遂行される
。通常、ｐＢＳＣ１２０のＢＴＭＲはＰＬＭＮ１００のＢＳＣ１０６と連動し、ＭＳ１２
４への無線呼に対しＰＬＭＮ１００と私設無線網１０２へのルーティングを遂行して、無
線呼がＰＬＭＮ１００の呼である場合は、ＢＳＣ１０６を通じてＰＬＭＮ１００にルーテ
ィングし、私設無線網１０２の呼に対してはｐＭＳＣ１１８にルーティングする。
【００１５】
ＭＳ１２４の対話型ＳＭＳ要求に対するｐＢＳＣ１２０のルーティング処理を２００～２
１４段階に示した図２を参照して本発明の一実施形態によるルーティング処理を説明する
。ＭＳ１２４がＳＭＳを要求するデータバーストメッセージを私設無線網１０２のｐＢＴ
Ｓ１２２に発信すると、ｐＢＳＣ１２０は２００段階(RECEIVE DATA BURST MESSAGE FROM
 MS)でＭＳ１２４からデータバーストメッセージを受信するようになる。すると、２０２
段階(MS HAS BEEN REGISTERED INPRIVATE WIRELESS NETWORK ?)で該当ＭＳ１２４が私設
無線網１０２に登録されているＭＳであるか否かを確認する。ＭＳ１２４が私設無線網１
０２に登録されていないＭＳであると、２１４段階(ROUTE MESSAGE TO PLMN)でＢＳＣ１
０６を通じてＰＬＭＮ１００にデータバーストメッセージをルーティングする。一方、Ｍ
Ｓ１２４が私設無線網１０２に登録されたＭＳであると、２０４段階(TELESERVICE ID IN
DICATES INTERACTIVE SMS ?)でデータバーストメッセージ内のＩＳ－６３７－Ａフォーマ
ットからテレサービスＩＤを確認する。
【００１６】
参考として、ＳＭＳはＩＳ－９５ＢやＩＳ－９５Ｃプロトコルを利用し、ＳＭＳのアプリ
ケーション階層(application layer)であるテレサービス階層(teleservice layer)はＩＳ
－６３７プロトコルを利用する。ＰＬＭＮ１００において、ＢＳＣ１０６及びＭＳＣ１０
４ではＩＳ－６３７プロトコルには全く関与せず上位に伝達する機能のみを提供する。こ
れによって、私設無線網１０２のｐＢＳＣ１２０はＭＳ１２４による対話型ＳＭＳ要求に
対してＰＬＭＮ１００のＢＳＣ１０６へメッセージのみをルーティングする。
【００１７】
しかし、本発明においてはｐＢＳＣ１２０がテレサービスＩＤを確認し、一般ＳＭＳを示
すテレサービスＩＤである場合は２１４段階を遂行するが、対話型ＳＭＳを示すテレサー
ビスＩＤである場合には２０６段階でＩＳ－６３７－Ａフォーマットに応じた目的地アド
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【００１８】
初期発信メッセージ(initial originating message)である場合、目的地アドレス(destin
ation address)にはＭＳ１２４の使用者が入力した連結番号(connection symbol)がフォ
ーマットされているので、使用者はＰＬＭＮ１００と私設無線網１０２を区分して番号を
入力するようにする。例えば、ＰＬＭＮ１００に対する対話型ＳＭＳを要求する場合は公
衆用プレフィックス(public prefix)として“＊＋数字”、即ち“＊”と予め規定された
番号の“数字”とを入力するようにし、私設無線網１０２に対する対話型ＳＭＳを要求す
る場合には私設用プレフィックスとして“＃”を入力するようにする。
【００１９】
２０６段階(DESTINATION ADDRESS ?)で目的地アドレスに私設用プレフィックスが含まれ
ている場合には、２０８段階(REGISTER PRIVATE WIRELESS NETWORK INTERACTIVE SMS SES
SION STATE IN pHLR)でｐＨＬＲ１２６に私設無線網対話型ＳＭＳセッション(session)中
の状態を登録し、２１０段階(ROUTE MESSAGE TO PRIVATE WIRELESS NETWORK)でｐＭＳＣ
１１８を通じて私設無線網１０２にメッセージをルーティングする。これによってＭＳ１
２４は私設無線網１０２の対話型ＳＭＳサーバ１３０を通じて対話型ＳＭＳを受信するよ
うになる。一方、２０６段階で目的地アドレスに公衆用プレフィックスが含まれている場
合には、２１２段階(RELEASE PRIVATE WIRELESS NETWORK INTERACTIVE SMS SESSION STAT
E FROM pHLR)でｐＨＬＲ１２６における私設無線網対話型ＳＭＳセッション中の状態を解
除し、２１４段階でＰＬＭＮ１００のＢＳＣ１０６を通じてＰＬＭＮ１００にメッセージ
をルーティングする。これによってＭＳ１２４はＰＬＭＮ１００の対話型ＳＭＳサーバ１
１６を通じて対話型ＳＭＳを受信するようになる。
【００２０】
対話型ＳＭＳの初期発信以後は、ＭＳ１２４と対話型ＳＭＳサーバ１１６、または対話型
ＳＭＳサーバ１３０のアプリケーションがアプリケーションレベルで相互にメッセージを
やり取りながら対話型ＳＭＳセッションを維持するようになる。この場合、ｐＢＳＣ１２
０におけるＢＴＭＲのアプリケーションレベルで詳細な情報を有しないと、メッセージを
ルーティングすることができない。これは、対話型ＳＭＳのための初期発信メッセージに
は、上述したように目的地アドレスに私設用プレフィックスや公衆用プレフィックスが含
まれているが、以後のメッセージには私設用プレフィックスや公衆用プレフィックスが含
まれないようになるからである。
【００２１】
これを解決するために、ｐＢＳＣ１２０は、ＭＳ１２４から対話型ＳＭＳのための初期発
信メッセージを受信すると、２０８段階でｐＨＬＲ１２６に私設無線網対話型ＳＭＳセッ
ション状態であることを登録するか、又は、２１２段階でｐＨＬＲ１２６での私設無線網
対話型ＳＭＳセッション状態を解除して、私設無線網対話型ＳＭＳセッション状態である
か否かを指示する。これ以降、ＭＳ１２４から受信するメッセージに対しては、ｐＨＬＲ
１２６に指示した私設無線網対話型ＳＭＳセッション状態であるか否かを参照してメッセ
ージをルーティングする。
【００２２】
このようにするため、ｐＨＬＲ１２６の一般加入者情報に下記表１、２のＳＭＳセッショ
ンフィールド“ＳＭＳ_Session”を追加し、私設無線網対話型ＳＭＳセッション状態であ
るか否かを表示する。下記表１はＳＭＳセッションフィールド“ＳＭＳ_Session”に私設
無線網対話型ＳＭＳセッション状態が登録されていること意味する“ＯＮ”値が貯蔵され
ていることを示し、下記表２はＳＭＳセッションフィールド“ＳＭＳ_Session”に私設無
線網対話型ＳＭＳセッション状態の解除を意味する“ＯＦＦ”値が貯蔵されていることを
示す。
【表１】
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【表２】

【００２３】
受信したメッセージが対話型ＳＭＳの初期発信メッセージでない場合、２０６段階で目的
地アドレスを分析した結果に公衆用プレフィックス及び私設用プレフィックスのどちらも
含まれていないことが示される。すると、２１６段階(PRIVATE WIRELESS NETWORK INTERA
CTIVE SMS SESSION STATE HAS BEEN REGISTERED ?)に進行してｐＢＳＣ１２０がｐＨＬＲ
１２６での私設無線網対話型ＳＭＳセッション状態を確認する。表１のように私設無線網
対話型ＳＭＳセッション中であることの状態が登録されていると、ｐＢＳＣ１２０は２１
０段階でｐＭＳＣ１１８を通じ私設無線網１０２にメッセージをルーティングする。これ
によって、ＭＳ１２４は私設無線網１０２の対話型ＳＭＳサーバ１３０を通じて継続的に
対話型ＳＭＳを受信するようになる。一方、表２のように私設無線網対話型ＳＭＳセッシ
ョン中であることの状態が登録されてないと、ｐＢＳＣ１２０は２１４段階でＰＬＭＮ１
００のＢＳＣ１０６を通じてＰＬＭＮ１００にメッセージをルーティングする。これによ
ってＭＳ１２４はＰＬＭＮ１００の対話型ＳＭＳサーバ１１６を通じて継続的に対話型Ｓ
ＭＳを受信するようになる。
【００２４】
これによって、ＰＬＭＮ１００だけでなく私設無線網１０２でも対話型ＳＭＳを提供する
ことができるようになるので、使用者は私設無線網１０２の対話型ＳＭＳサーバ１３０が
提供する各種コンテンツに対するサービスを受けることができるようになる。
【００２５】
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【発明の効果】
上述したように、本発明によれば私設無線網でも対話型ＳＭＳを提供することができるよ
うになるので、使用者はＰＬＭＮだけでなく私設無線網が提供する各種コンテンツに対す
るサービスを受けることができる利点がある。また、私設無線網に登録されたＭＳに限っ
て私設無線網が提供する対話型ＳＭＳを無料で利用させることもできるので、経済的な負
担のない対話型ＳＭＳを利用することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態による対話型ショートメッセージサービスのための公衆移動
通信網と私設無線網連動サービスシステムの構成図。
【図２】本発明の一実施形態による対話型ショートメッセージサービスのための私設基地
局制御器のルーティング処理流れ図。
【符号の説明】
１００　公衆移動通信網(ＰＬＭＮ)
１０２　私設無線網
１０４　移動交換局(ＭＳＣ)
１０６　基地局制御器(ＢＳＣ)
１０８　基地局(ＢＴＳ)
１１０、１２４　移動局（ＭＳ）
１１２　ホーム位置登録機／訪問者位置登録機(ＨＬＲ／ＶＬＲ)
１１４　ＳＭＳセンター(ＳＭＳＣ)
１１６、１３０　対話型ＳＭＳサーバ
１１８　私設移動交換局(ｐＭＳＣ)
１２０　私設基地局制御器(ｐＢＳＣ)
１２２　私設基地局(ｐＢＴＳ)
１２６　私設ホーム位置登録機(ｐＨＬＲ)
１２８　私設ＳＭＳセンター(ｐＳＭＳＣ)
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